
なお、 適用除外事業者とは、 前3事業年度の

所得金額の年平均額が15億円を超える法人等

をいいます。

１ ． 従来の『 賃上げ税制』

賃上げ税制の主な適

用要件として、 右の2つ

があります。

これらの要件をすべて満たした場合に、 税

額控除が適用できます。 また、 教育訓練費の

増加に応じた上乗せもあります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

賃上げ促進を図るため設けられている税制

上の優遇措置が、 令和3年度税制改正により

改正されます。 この改正の概要を、 令和3年2

月15日現在公表されている情報※をもとに確

認しましょう。

青色申告書を提出している事業者が賃上げ

等を行った場合に、 その賃上げの一部を税額

控除できる優遇措置があります。 ただし、 そ

の事業者が中小企業者等か否かで、 適用でき

る制度は異なります。

中小企業者等とは、 中小企業者及び農業協

同組合等を指します。 この場合の“ 中小企業

者” とは、 次に掲げる事業者（ 適用除外事業

者を除く ） をいいます。

ただし上記①のうち次のいずれかに該当す

る法人は、 “ 中小企業者” に該当しません。

変わる賃上げ税制
～投資不要、新規雇用のみで判断

中小企業向けは要件が簡素に～
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中小企業者等とは

生まれ変わる『賃上げ税制』

賃上げ特典となる税制優遇措置

適⽤できる優遇制度 

中小企業者等
以外 

 賃上げ税制（ 人材確保等促進税
制）  

中小企業者等  賃上げ税制（ 人材確保等促進税
制） ★

 所得拡大促進税制★

★重複適⽤不可

① 資本⾦若しくは出資⾦の額が1億円以下の法人

② 資本若しくは出資を有しない法⼈のうち、常時使⽤
する従業員数が1,000⼈以下の法人

③ 常時使⽤する従業員数が1,000⼈以下の個⼈

ロ） 発⾏済株式⼜は出資の総数⼜は総額の3分の2
以上を複数の大規模法⼈に所有されている法人

イ） 発⾏済株式⼜は出資（ ⾃⼰の株式⼜は出資を除
く。以下同じ） の総数⼜は総額の2分の1以上を
同一の大規模法⼈に所有されている法人

 賃上げ要件

 国内設備投資要件

税理士法人石井会計

低解約返戻金型保険の所得税の
取扱い変更を検討

  ②の契約変更時の保険契約の権利は，その変更時の低額な解約返戻金額が「給与所得」とし
 て課税の対象となります（ 雇用関係に基づく経済的利益の供与 ）。
  ③の契約変更の翌年に従業員等が受け取る高額となった解約返戻金額は，「一時所得」とし
 て課税されるため，いわゆる“2分の1課税”が適用されます。

ؙ給与課税の経済的利益を「解約返戻金額」から「資産計上額」に

  具体的には，現行，契約変更時の経済的利益を低額な解約返戻金額で評価することから、解
 約返戻金が法人の保険積立金等の勘定で資産計上している保険料の7割未満の場合には，資産
 計上額で評価するように見直すとのことです。
  この見直しが行われると，②の契約変更時の給与課税の対象額が大幅に増加することにな
 り，上記スキームによる節税額は大幅に低減することになります。

過去に締結した保険契約も見直しの対象か
法人から従業員への契約者変更の節税策にストップ

  ① 契約者や保険料支払者等を法人にし，被保険者を従業員や役員として同保険契約を締結
   する。
  ② 解約返戻金額が低額な10年目に契約者等を法人から従業員等に変更し，保険契約の権利
   を従業員等に移す。
  ③ その翌年，解約返戻金額が引き上げられる際に，従業員等が保険契約を解約し解約返戻
   金を受け取る。

 契約時から一定期間は解約返戻金の額が低く設定される保険契約（低解約返戻金型保険）につ
いて、同保険契約の契約者を法人から従業員に変更することによって所得税の負担を軽減するス
キームを防ぐことを、国税庁が検討しているようです。

  例えば，契約後10年間の解約返戻金額を大幅に少なくし，その後に引き上げるような保険契
 約は，節税目的に使われるケースがあります。その際の手順は次の通りとなります。

ؙ名義変更時に給与課税，解約時に一時所得で2分の1課税


